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令和６年第１回岐阜県議会定例会提出議案（追加分）

（令和６年３月６日）

議第７２号 岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一
部を改正する条例について

[担当課：人事課]

国家公務員の特殊勤務手当の額の改定に鑑み、次のとおり改正する。

１ 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあ
る場合において、災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣
され、災害応急対策作業に従事した職員に支給する災害応急作業等手当
の上限額を改定する。

【改定前】 上限 ７１０円／日
【改定後】 上限 １，６２０円／日

○令和６年２月２２日に上程済の条例改正議案（議第３２号 別紙）
により新設を予定している手当の上限額を引き上げるもの

２ 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又
はその周辺において、遭難者の捜索救助その他の危険又は困難を伴う救
援等の業務に従事した警察職員に支給する警察職員手当の上限額を改定
する。

【改定前】 上限 １，６８０円／日
【改定後】 上限 ２，１６０円／日

○既に支給対象となっている手当の上限額を引き上げるもの

３ その他所要の規定の整理を行う。

（公布の日から施行）
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別紙

議第３２号 岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一
部を改正する条例について

[担当課：人事課]

１ 国家公務員に準拠し、次のとおり災害応急作業等手当を支給する。

⑴ 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれが
ある災害救助法が適用された市町村の区域内の現場において、巡回監
視又は応急作業等に従事した場合

上限 ２，１６０円／日

⑵ 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に
おいて、災害対策基本法により設定された警戒区域等で災害状況の調
査等に従事した場合

上限 ２，１６０円／日

⑶ 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれが
ある場合において、災害対策本部が設置された地方公共団体に派遣さ
れ、心身に著しい負担を与える災害応急対策作業に従事した場合

上限 ７１０円／日

２ １に伴い、所要の規定の整備を行う。

（公布の日から施行）
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